
山折り
▲

点線に沿って切り取り、
折りたたんで平時から携行を

この被災者支援情報のチェックリスト集は、配布・謄写自由です。
個人・団体問わず周囲に積極的に配布し、平時から備えることで、災害時に
支援制度を確実に利用し、災害からの復旧・復興につなげて下さい。

点
線
に
沿
っ
て
切
り
取
る

被
災
者
支
援
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

  フ
ロ
ー
に
沿
っ
て
支
援
情
報
を
チ
ェ
ッ
ク
 ✓

※
本
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
配
布
・
謄
写
自
由
で
す
。

①
災
害
時
特
有
の
制
度
・
問
題

②
お
金
の
支
援
制
度（
も
ら
え
る
）

④
住
宅
の
修
理
・
再
建
の
支
援
制
度

③
お
金
の
支
援
制
度（
借
り
ら
れ
る
）

 □
り
災
証
明
書
と
は

　
市
町
村
が
発
行
窓
口
と
な
る
,
地
震
・
水
害
等
に
よ
る

　
家
屋
被
害
の
程
度 （
全
壊
・
大
規
模
半
壊
・
半
壊
・
一
部

　
損
壊
）を
証
明
す
る
も
の
。 各
種
支
援
金
，
税
の
減
免
，

　
融
資
申
請
等
に
必
要
で
す。

    生
命
保
険
, 損
害
保
険
の
請
求
に
は
原
則
不
要
で
す
。

　
被
害
証
明
の
た
め
に
可
能
な
ら
屋
内
外
の
写
真
を
た
く
さ
ん
残
し
ま

　
 し
ょ
う。

□
応
急
危
険
度
判
定
と
は

　
余
震
等
の
二
次
被
害
防
止
の
た
め
,
緊
急
に
建
物
の
危
険

　
性
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
。
危
険
（
赤
）,要

注
意
（
黄
）,

　
調
査
済
（
緑
）
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が
貼
ら
れ
ま
す
。
り
災
証
明

　
書
の
た
め
の
被
害
認
定
と
は
異
な
る
制
度
で
す
。

　
  赤（
危
険
）＝
全
壊
認
定
,で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
権
利
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
の
紛
失

　
不
動
産
の
権
利
証
,預
金
通
帳
,実
印
な
ど
を
紛
失
し
て
も

　
権
利
を
失
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。預
貯
金
に
つ
い
て
は
金
融

　
機
関
に
ご
相
談
を
。

　
ま
た
、健
康
保
険
証
が
手
元
に
な
く
て
も
,氏
名
，
生
年
月
日
等

　
を
医
療
 機
関
に
伝
え
れ
ば
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

　
ま
す
。

□
境
界
標
や
石
垣
の
基
礎
部
分
に
つ
い
て

　
こ
れ
ら
は
土
地
の
境
界
の
特
定
に
役
立
ち
ま
す
の
で
,
可
能

　
な
限
り
保
存
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

□
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
に
よ
る
給
付
(都
道
府
県
・
市
町
村
）

　
※
④
を
参
照
（
最
大
300
万
円
）

□
災
害
救
助
法
の
応
急
修
理
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）

　
 応
急
修
理
補
助
（
58
万
4000

円
/2018

年
基
準
）

   ※
た
だ
し
こ
の
制
度
利
用
で
仮
設
住
宅
の
入
居
資
格
を
失
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

   □
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
住
宅
資
金
貸
付
（
自
治
体
の
福
祉
事
務
所
）

     住
宅
の
補
修
等
に
つ
い
て
200
万
円
以
内
で
貸
付
。

□
建
設
・
購
入
の
災
害
復
興
住
宅
融
資
（
住
宅
金
融
支
援
機
構
等
）

    半
壊
以
上
の
被
害
で
住
宅
を
建
設
し
た
り
購
入
し
た
り
す
る

    際
の
融
資
制
度
。

□
修
理
の
災
害
復
興
住
宅
融
資
（
住
宅
金
融
支
援
機
構
等
）

   り
災
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
方
が
住
宅
補
修
の
際
に
利
用
で
き
る

    融
資
制
度
。

□
自
治
体
独
自
の
支
援
策

 　
能
登
半
島
地
震
で
の
新
築
時
支
援
金
,熊
本
地
震
で
の
被
災

   し
た
の
り
面
,擁
壁
,地
盤
復
旧
へ
の
補
助
な
ど
多
数
事
例

   あ
り
。
自
治
体
か
ら
の
情
報
に
注
意
を
。

□
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
に
よ
る
住
宅
補
修
費
貸
付
（
社
協
）

 　
250
万
円
以
内
（
無
利
子
～
1. 5％

）,  所
得
要
件
等
あ
り
。

□
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）

   基
礎
支
援
金
（
全
壊
等
100
万
円
）,
加
算
支
援
金

   （住
宅
建
設・購

入
２００万

円
,補
修
１００

万
円
,賃
借
５０
万
円
）

   ※
賃
借
人
も
対
象
。
使
途
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

   ※
単
身
世
帯
は
４
分
の
３

   ※
加
算
支
援
金
（
補
修
）
の
受
給
で
災
害
公
営
住
宅
の
入
居

      資
格
を
失
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

□
災
害
弔
慰
金
法
に
よ
る
給
付
（
市
町
村
）

　
・
災
害
弔
慰
金
（
遺
族
に
最
大
500
万
円
）

　
・
災
害
障
害
見
舞
金
（
重
い
後
遺
障
害
に
最
大
250
万
円
）

□
義
援
金
（
各
自
治
体
）

　
被
害
の
内
容
,程
度
,自
治
体
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

    義
援
金
申
請
で
は
,り
災
証
明
書
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
。

□
災
害
弔
慰
金
法
に
よ
る
貸
付
（
市
町
村
）

　
災
害
援
護
資
金
制
度
（
負
傷
・
住
家
被
害
 最
大
350
万
円
）

□
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
(自
治
体
の
福
祉
事
務
所
）

　
被
災
者
に
は
償
還
金
の
支
払
猶
予
措
置
も
あ
り
。

□
年
金
担
保
貸
付
,労
災
年
金
担
保
貸
付
( 独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構）

　
年
金
額
の
８
割
か
つ
200
万
円
以
内
な
ど
。使
途
は
保
健・

    医
療
や
住
宅
改
修
資
金
な
ど
。

□
恩
給
等
担
保
貸
付
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
）

　
恩
給
,年
金
を
担
保
に
教
育
費
や
居
住
関
係
費
,事
業
資
金

    等
を
融
資
。
250
万
円
以
内
な
ど
。

□
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
（
社
協
）

　
緊
急
小
口
資
金
（
10
万
円
・
無
利
子
）

　
災
害
援
護
資
金
（
150
万
円
・
無
利
子
～
1.5％

）
   そ
の
他
（
総
合
支
援
資
金
,教
育
支
援
資
金
,不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
）

□
生
活
保
護
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）

　
避
難
所
等
の
避
難
先
で
の
申
請
が
可
能
で
す
。

   義
援
金
や
給
付
金
等
は
収
入
認
定
さ
れ
な
い
の
が
原
則
で
す
。

□
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
延
長

　
特
定
非
常
災
害
に
指
定
さ
れ
れ
ば
,免
許
証
の
有
効
期
間
が

　
延
長
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
紛
失
の
場
合
は
,運
転
免
許

　
セ
ン
タ
ー
や
警
察
署
で
再
交
付
手
続
を
。

□
廃
車
手
続
（
運
輸
局
・
運
輸
支
局
）

　
津
波
で
自
動
車
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
,手
続
を
緩
和

　
し
て
抹
消
登
録
申
請
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す。
運
輸
局
,

　
運
輸
支
局
に
相
談
を
。

●
災
害
時
特
有
の
問
題
を
知
り
た
い
・・・→

①
へ

●
お
金
の
支
援
制
度
（
給
付
・
貸
付
）・・ →

②
③
へ

●
住
宅
の
修
理
・
再
建
の
支
援
制
度
・・・ →

④
へ

●
仮
設
住
宅
・
公
営
住
宅
・
・
・・
・
・
・
・
→
⑤
へ

●
個
人
が
抱
え
る
ロ
ー
ン
の
悩
み
 ・・
・・
→
⑥
へ

●
子
ど
も
・
教
育
の
支
援
制
度
 ・・
・・
・
→
⑦
へ

●
雇
用
・
事
業
の
支
援
制
度
 ・・
・・・・・

→
⑧
⑨
へ

●
税
金
・
保
険
料
な
ど
の
減
免
制
度
 ・・・→

⑩
へ

詳
し
く
は
、
各
制
度
の
（
 ）
内
に
記
載
さ
れ
た
窓
口

等
に
ご
相
談
下
さ
い
。

□
公
費
解
体
（
市
町
村
）

　
   大
規
模
災
害
時
,全
半
壊
家
屋
は
公
費
（
無
償
）
で
解
体
し
て
も

　
ら
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
,
修
理
で
再
建
可
能
な
家
屋

　
の
解
体
判
断
は
慎
重
に
。
修
理
の
た
め
に
被
災
度
区
分
判
定

　
 （日
本
建
築
防
災
協
会
・
有
料
）
の
利
用
も
検
討
を
。

⑥
被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度（
二
重
ロ
ー
ン
対
策
に
も
）

⑦
子
ど
も
・
教
育
の
支
援
制
度

⑧
 雇
用
関
係
の
支
援
制
度

⑨
事
業
関
係
の
支
援
制
度

⑩
 税
金
・
保
険
料
な
ど
の
減
免
制
度

⑤
 仮
設
住
宅
・
公
営
住
宅

□
労
災
保
険
の
支
給

　
労
働
者
が
仕
事
中
や
通
勤
中
に
,地
震
・
豪
雨
等
に
よ
り
建
物
が

　
崩
壊
し
た
こ
と
等
が
原
因
と
な
っ
て
受
傷
し
た
場
合
に
は
,

　
労
災
保
険
の
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

□
制
度
を
利
用
で
き
る
人

    
  災
害
救
助
法
の
適
用
を
受
け
た
自
然
災
害
の
影
響
に
よ
っ
て
,

　
 住
宅
ロ
ー
ン
,事
業
性
ロ
ー
ン
,自
動
車
ロ
ー
ン
,教
育
ロ
ー
ン

　
 な
ど
の
債
務
の
弁
済
が
難
し
く
な
っ
た
個
人
が
利
用
で
き
ま
す
。

□
災
害
救
助
法
の
応
急
仮
設
住
宅
（
市
町
村
）

　
住
家
の
全
壊
等
に
よ
り
居
住
す
る
住
家
が
な
い
者
で
,

   
 自
ら
の
資
力
で
は
住
宅
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
無
償
で

    
 入
居
で
き
ま
す
。

□
幼
稚
園
の
就
園
奨
励
事
業
（
市
町
村
・
幼
稚
園
）

　
入
園
料
・
保
育
料
の
減
免
・
猶
予
。

□
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

   
災
害
に
よ
る
一
時
的
休
業
等
の
場
合
に
,各
種
給
付
や
雇
用

　
保
険
の
基
本
手
当
の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

□
雇
用
調
整
助
成
金
（
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

   地
震
・
豪
雨
等
に
伴
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
休
業
を
余
儀

　
な
く
さ
れ
,労
働
者
に
休
業
手
当
を
支
払
っ
た
場
合
に
一
定
の

　
助
成
金
を
受
け
取
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金

　（
マ
ル
経
融
資
）（
商
工
会
議
所
・
商
工
会
）

   
商
工
会
議
所
等
の
経
営
指
導
を
受
け
る
小
規
模
事
業
者
に
対

　
し
,日
本
政
策
金
融
公
庫
が
無
担
保
で
行
う
融
資
。

□
災
害
復
旧
貸
付
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
・
商
工
中
金
等
）

　
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
等
に
対
す
る

　
事
業
所
復
旧
の
た
め
の
資
金
貸
付
。

□
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証・
災
害
関
係
保
証（
信
用
保
証
協
会
）

　
一
般
保
証
と
は
別
枠
で
保
証
。
無
担
保
80
00
万
円
,

　
最
大
２
．８
億
円
。

□
グ
ル
ー
プ
補
助
金

　（
中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
事
業
）（
都
道
府
県
）

 　
複
数
の
中
小
企
業
で
構
成
し
た
グ
ル
ー
プ
が
復
興
事
業
計
画

　
を
作
成
し
,認
定
を
受
け
る
こ
と
で
設
備
・
施
設
の
復
旧
・

　
整
備
に
つ
い
て
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
資
金
貸
付
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
）

□
未
払
賃
金
立
替
払
制
度（
労
基
署
・
労
働
者
健
康
安
全
機
構
）

　
事
業
主
が
倒
産
し
た
場
合
に
未
払
給
与
や
退
職
金
の
立
替
払

　
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□
地
方
税
の
減
免
・
猶
予
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）

   
住
民
税
,
固
定
資
産
税
な
ど
が
対
象
。

□
医
療
保
険
・
介
護
保
険
（
健
保
組
合
・
市
町
村
等
） 

   
保
険
料
や
窓
口
負
担
減
免
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。 
 

□
公
共
料
金
,使
用
料
,
保
育
料
,
放
送
受
信
料
な
ど

　（
都
道
府
県
・
市
町
村
・
関
係
事
業
者
）

   
災
害
時
の
特
別
措
置
が
と
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

□
国
税
の
減
免
・
猶
予
（
税
務
署
）

   
申
告
期
限
の
延
長
,納
税
猶
予
,予
定
納
税
減
額
,源
泉
所
得

   
 税
等
の
徴
収
猶
予
,
所
得
税
の
軽
減
な
ど
。

□
教
科
書
等
の
無
償
給
与
（
災
害
救
助
法
,
都
道
府

　
県
・
市
町
村
）

　
小
中
高
の
児
童
・
生
徒
へ
教
科
書
,教
材
,文
房
具
,

　
通
学
用
品
を
支
給
。

□
特
別
支
援
学
校
等
へ
の
就
学
奨
励
事
業（
都
道
府
県
・

　
市
町
村
・
学
校
）

　
通
学
費
,
学
用
品
等
を
援
助
。

□
小
中
学
生
の
就
学
援
助
措
置（
都
道
府
県
・
市
町
村
・

　
学
校
）

　
就
学
に
必
要
な
学
用
品
費
,新
入
学
用
品
費
,通
学

　
費
, 校
外
活
動
費
,  学
校
給
食
費
等
を
援
助
。

□
高
等
学
校
授
業
料
等
減
免
措
置（
都
道
府
県
・

　
市
町
村
・
学
校
）

   
授
業
料
,受
講
料
,入
学
料
,受
験
料
の
減
免
,猶
予
。

□
大
学
等
授
業
料
等
減
免
措
置
（
各
学
校
）

　
学
校
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
,
授
業
料
等
の
減
免
,

　
猶
予
が
あ
り
ま
す
。

□
国
の
教
育
ロ
ー
ン
（
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
）

　
入
学
資
金
,
在
学
資
金
等
の
融
資
。
一
人
あ
た
り

　
35
0
万
円
以
内
。

□
制
度
の
概
要

　
①
現
預
金
５０
０万
円
,及
び
生
活
再
建
支
援
金
,義
援
金

    
 （
※
）  ,
災
害
弔
慰
金
,家
財
地
震
保
険
金（
２５
０
万
円
ま
で
）

    
  等
を
手
元
に
残
し
た
上
で
,残
ロ
ー
ン
の
減
免
を
受
け
ら

    
  れ
ま
す
。

    
  ※
差
押
禁
止
立
法
化
が
必
要

　
 ②
信
用
情
報
登
録
機
関
に
登
録
さ
れ
な
い
の
で
，
新
た
な

　
  住
宅
ロ
ー
ン
借
入
の
可
能
性
あ
り
。

　
 ③
連
帯
保
証
人
も
原
則
と
し
て
履
行
を
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
 ④
国
の
費
用
で
弁
護
士
等
専
門
家
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
「
自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
検
索

内
閣
府
の
被
災
者
支
援

　
　
　
　
　
　
情
報
ペ
ー
ジ
 ➡

➡ 内
閣
府
作
成
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
 

（
各
種
制
度
を
詳
し
く
解
説
  　
H3
0.1
1.1
版
）

支
援
情
報
を
さ
ら
に
詳
し
く
知
り
た
い
と
き
は

□
不
動
産
担
保
に
よ
る
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
貸
付
（
住
宅
金
融
支
援
機
構
）

     60歳
以
上
な
ら
，
生
存
中
，
利
息
の
み
支
払
い
の
災
害
時
特
例

    も
あ
り
。

2
0
1９
年
８
月
版

□
公
営
住
宅
へ
の
入
居
（
各
自
治
体
）　

　
所
得
要
件
が
あ
り
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

    
  制
度
の
利
用
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
,金
融
機
関
と
リ
ス
ケ

　
を
行
う
前
に
,弁
護
士
会
や
メ
イ
ン
バ
ン
ク
に
相
談
を
。

　
  メ
イ
ン
バ
ン
ク
か
ら
制
度
利
用
の
同
意
書
を
も
ら
い
弁
護
士
会

　
 に
提
出
す
る
こ
と
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。


